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【手続補正書】
【提出日】平成28年7月14日(2016.7.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ペネタマート（ＰＮＴ）またはその薬剤的同等製剤；少なくとも一つの油性ビヒクル；
および固結防止剤を含む、筋肉内または皮下注射用のすぐに使える（ＲＴＵ）組成物。
【請求項２】
　該固結防止剤が乳化剤または分散剤を含む、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　該固結防止剤が界面活性剤を含む、請求項２に記載の組成物。
【請求項４】
　該界面活性剤が７～１６の親水親油バランス（ＨＬＢ）を有する化合物より選択される
、請求項３に記載の組成物。
【請求項５】
　該界面活性剤がポリソルベート８０である、請求項４に記載の組成物。
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【請求項６】
　乳化剤または分散剤が非脂溶性レシチンである、請求項２ないし５のいずれか一項に記
載の組成物。
【請求項７】
　該非脂溶性レシチンがｐｈｏｓｐｈｏｌｉｐｏｎ　Ｈ９０である、請求項６記載の組成
物。
【請求項８】
　該固形防止剤がトリアセチンを含む、請求項１ないし７のいずれか一項に記載の組成物
。
【請求項９】
　該固結防止剤が非増粘性である、請求項１ないし８のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１０】
　粘度が、温度２０℃およびせん断速度１／ｓでカップシリンダー法により測定された３
０００ｍＰａｓ未満である、請求項１ないし９のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１１】
　該ペネタマート（ＰＮＴ）またはその製剤が該組成物の５５％（ｗ／ｖ）以下を構成す
る、請求項１ないし１０のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１２】
　ペネタマート（ＰＮＴ）の濃度が１５～５５％（ｗ／ｖ）である、請求項１１に記載の
組成物。
【請求項１３】
　該組成物中のペネタマート濃度が２０～３５％（ｗ／ｖ）である、請求項１２記載の組
成物。
【請求項１４】
　該ビヒクル油が低粘度である、請求項１ないし１３のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１５】
　該組成物が液体形態である、請求項１ないし１４のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１６】
　該ペネタマート（ＰＮＴ）の粒径ｄ５０が８～３０ミクロンである、請求項１ないし１
５のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１７】
　保存料を含む請求項１ないし１６のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１８】
　該保存料がベンジルアルコールである、請求項１７に記載の組成物。
【請求項１９】
　請求項１ないし１８のいずれか一項に記載の組成物を含む注射器。
【請求項２０】
　ペネタマート５ｇを含む請求項１９に記載の注射器。
【請求項２１】
　微生物感染症の治療または予防のために、請求項１ないし１８のいずれか一項に記載の
組成物により動物を治療する方法であって、それを必要とする動物に対する該組成物の筋
肉内または皮下注射を含む方法。
【請求項２２】
　該微生物感染症が前臨床または臨床乳房炎である、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　約三日間繰り返される一日当たりペネタマート５ｇの投与計画を含む、請求項２１また
は２２のいずれかに記載の方法。
【請求項２４】
ａ）均質な油混合液を形成するために容器中で油と固結防止剤を混合することによって油
性ビヒクルを調製する段階：および
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ｂ）有効剤を油性ビヒクルに分散する段階
を含む、請求項１ないし１８のいずれか一項に記載の組成物の製造方法。
【請求項２５】
　段階ａ）において保存料が該油性ビヒクルに添加される、請求項２４に記載の製造方法
。
【請求項２６】
　段階ｂ）において高せん断分散装置が使用される、請求項２４または２５に記載の製造
方法。
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